
令和８年度 松戸市警防ネットワーク 

防犯対策推進本部会議 

 
日時  令和８年５月１４日（木）  

午前１０時００分       
場所  松戸市役所 新館７階 

                 大会議室 
 

次     第 
 

開 会 

・推進本部長 挨拶 

・出席者紹介 

・両警察署より挨拶 

・議長選出 

・議題 

１ 令和７年度 行動計画報告について 

２ 令和８年度 行動計画表（案）について 

３ 犯罪情勢について 

・その他 

閉 会 



R7年度行動報告書・R8年度行動計画書（案）
区分 事業概要 事業名 No. 内容 担当課 事業報告（R7） 事業計画（R8）

1 防犯対策推進本部の運営関係
事務

市民安全課 推進本部会議を5/2０に開催した。 年に1回の開催とする。また、緊急時などは随時実施。

2 学校関係防犯対策推進関係事
務

教育委員会（学務
課）

学校訪問時等に指導を行った。学校の防犯対策計画の確認を行った。
学校安全指導全体計画及び危機管理マニュアル等の内容確認をする。学校訪問時
等での学校安全状況を確認し、指導する。

3 警察機関連携強化関係事務 市民安全課 随時実施した。 継続的に実施。

4 防犯協会との連絡調整及び事
務

市民安全課 各地区防犯協会と情報交換を行った。 継続的に実施。

5 9支部連携強化関係事務 市民安全課 随時実施した。 定期の会議等継続的に実施。

6 防犯拠点施設の活用（常盤平
安全・安心ステーション）

市民安全課 防犯用品の倉庫として活用し、防犯用品貸与会場として使用した。
防犯用品の倉庫として活用。防犯用品貸与会場としても利用。
不審者などの情報があった際に警察への連絡等を行い、周辺地域の安全確保に努
める。

庁内推進体制強化業務 7 庁内防犯主任者会議関係事務 市民安全課 4/2８に防犯主任者会議を開催した。 年に1回の開催とする。また、必要なときは随時実施する。

地域推進体制強化業務 8 地域防犯対策連絡協議会関係
事務

市民安全課
小金地区、六実六高台地区、馬橋東地区において、地域防犯対策会議及び地域合
同パトロール等を実施。

小金地区、六実六高台地区、馬橋東地区において、地域防犯対策会議及び地域合
同パトロール等を実施する。

9 ＮＰＯ、ボランティアなど連
携関係事務

市民安全課 随時実施した。 継続的に実施。

10 防犯協力団体連携関係事務 市民安全課 随時実施した。 継続的に実施。

11 まつど安全・安心シルバー
ネットワーク

松戸市 「安全・安心シルバーフェスタ」は未実施。 警察が中心となり継続的に実施予定。

12 万引き防止ネットワーク 松戸市 警察を中心に主に高齢者に対して注意喚起を促した。 警察が中心となり商店会等に注意喚起を行う。

13 民間青色回転灯装着車両ガソ
リン補助

市民安全課
町会・自治会等で実施する青色回転灯装着車両でのパトロールに対して、ガソリ
ン代を全額補助。（12団体分13件）

継続的に実施。市内の青色回転等装着車両による自主防犯パトロール実施団体に
ガソリン代を補助。

14 自主防犯パトロール団体詰め
所補助

市民安全課 防犯団体の拠点となる施設の賃貸料を半額補助。（2件）
継続的に実施。防犯団体詰め所の家賃を1月当たり5万円を限度として半額補助。
制度の周知に努める。

備品提供業務 15 自主防犯団体への資機材の貸
与、提供

市民安全課 計74件の申請に対して貸与を行った。
７月、１０月、１２月に一斉貸与を実施し、その他、必要に応じて適宜貸与を行
う。

その他業務 16 ボランティア活動者向け保険
加入

市民安全課 各防犯団体には随時、災害補償について周知した。 防犯団体に周知するよう努める。また、事故が起きた際には迅速に対応する。
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【防犯体制連携強化推
進事業】（12事業）

各課の行う防犯関係事
業が効率よく機能する
ために、その根幹であ
る庁内、地域、関係団
体などとの防犯ネット
ワークを活性化させ、
市内全域の連携を強化
し、防犯対策を推進す
る

【防犯対策支援・援助
事業】（4事業）

防犯活動を円滑に実施
するために、防犯協力
団体等に対し、必要な
支援・援助を行う

本部、支部推進体制強
化業務

関係団体推進体制強化
業務

補助金交付業務



17 安全マップの作成 各学校（学務課）
各学校において、年度当初に見直しを行い安全マップを作成した。通学路を整
え、児童生徒への安全指導に活用した。

各学校で、年度初めに見直しを行い安全マップを作成、校内へ掲示をする。安全
主任研修で情報共有し、児童生徒に危険個所を確認させる。

18 不審者情報の提供・共有 各学校（学務課） 関係各課と連携を実施した。近接学校での情報共有を実施するよう指導した。
学校への情報提供、近接学校で情報交換をするよう指導する。（関係各課と連携
して情報を提供する。）

19 松戸市内の犯罪発生状況の情
報公開

市民安全課
消防局（情報通信
課）

市の防犯活動や犯罪発生状況等を随時更新。
「松戸市内の犯罪発生状況チラシ」を作成し、町会・自治会掲示板により周知を
図った。

市民安全課：積極的に松戸市ホームページに犯罪発生状況や市内で発生している
犯罪の手口等を公開し、市民の犯罪に対する認識を高める。「松戸市内の犯罪発
生状況チラシ」を作成し、町会に配布する。

20 携帯電話への安全安心メール
の配信

市民安全課
消防局（情報通信
課）

警察や市民からの情報提供や依頼により犯罪発生状況や不審者情報などを配信。
（市民安全課）
年間総送信数381件　登録者数44,627件（R8.3.31）
犯罪発生状況：225件　不審者情報：7件、交通安全：20件等
延焼中建物火災のほか、土日祝における緊急情報を配信。（情報通信課）

市民安全課：犯罪情報や不審者情報等配信（安全安心メールで前日の犯罪情報を
配信）また、電話de詐欺の前兆電話が多発した際などにも適宜安全・安心メール
にて注意喚起する。
情報通信課：延焼中建物火災のほか、土日祝における緊急情報を配信。

21
不審者侵入時の対応ﾏﾆｭｱﾙの作
成・不審者対応訓練（職員と
児童生徒・職員同士）

各学校（学務課）
学校危機管理マニュアルの評価・見直し・改善を行った。また、訓練も実施し
た。

各学校で、学校危機管理マニュアルの随時評価・見直しを行い、学校の実態に応
じて対応訓練を実施する。

22 防犯講話の開催 市民安全課 パートナー講座を1８回実施した。
随時実施。パートナー講座、防犯講話の周知に努め、より多くの方の防犯意識の
向上を目指す。

23 青色回転灯装着車の運転者講
習

市民安全課 庁内防犯主任者向け講習会を実施した。 市役所職員向け講習会

24 学校職員対象の不審者対応訓
練

各学校（学務課） 各学校で実施した。 各学校で実施予定。

25 保育所の不審者対策実地訓練 保育課 各保育所において定期的に実施した。 各保育所において定期的に実施

26 高齢者向けの防犯をテーマと
した講演会を実施する

高齢者支援課
グリーンスローモビリティ地域推進事業における運転講習会の開催に合わせて、
警察関係者と連携した交通安全・防犯対策に関する啓発を行った。

グリーンスローモビリティ地域推進事業における運転講習会の開催に合わせて、
警察関係者と連携した交通安全・防犯対策に関する啓発を行う予定。

27 防犯安全教育の実施 各学校（学務課）
ＫＹＴ（危険予知トレーニング）教育推奨、実態を調査し、発達段階に応じた指
導を実施した。

各学校で、発達段階に応じ随時実施する（ＫＹＴトレーニングの学習資料を配付
し、推奨する。）

28 計画訪問・要請訪問 各学校（学務課） 各学校に対し安全教育及び防犯対策についての指導、支援を行った。
各学校に対し、学校安全指導計画に準じた安全教育（特にＫＹＴの実施推奨）に
ついての指導、支援を行う。

29 子ども安全対策マニュアル作
成・配布

市民安全課
学校を通じて新1年生に「いかのおすし」、新4年生に「防犯ハンドブック」を配
布した。

学校を通じて新1年生に「いかのおすし」、新4年生に「防犯ハンドブック」を配
布予定。

30 広報特集号の発行や防犯のチ
ラシ配布による啓発

市民安全課 3月20日に防犯特集号を発行。 随時実施

31 防災行政用無線を利用した啓
発活動

市民安全課
未実施。
※多発する電話de詐欺を防止するために、防災無線により啓発の放送を行う場合
がある。

電話de詐欺前兆電話の通報が多発した際に、防災行政用無線にて市民への注意喚
起の放送を実施する。

32
毎月１５日の「犯罪ゼロの
日」防犯キャンペーンによる
啓発活動

市民安全課
市内の公園でひったくり防止自転車かごカバーを配布。また、警察の協力を得て
啓発物資等を配布。
令和7年度　計18回　ひったくり防止自転車かごカバー配布837枚

毎月15日を「犯罪ゼロの日」として市内各地の公園で先着100名にひったくり
防止自転車用かごカバーを配布。状況に応じてチラシ等啓発物資を配布し犯罪へ
の注意喚起を促す。

33 客引き行為等防止パトロール
による啓発活動

市民安全課
防犯協会、商店会及び警察署と連携し、松戸駅、新松戸駅、八柱駅、五香駅周辺
繁華街のパトロールを実施。　令和7年度　計8回（6,8,2,3月は雨天中止）

防犯協会、商店会及び警察署と連携し、繁華街において月に1回以上パトロール
を実施する。

34 防犯グッズ等配付による啓発
活動

市民安全課 公園等におけるキャンペーンにおいて、チラシやワイヤー錠を配布。 防犯講話やイベントを活用し、防犯グッズやチラシを配布する。

35 学校警察連絡協議会での情報
交換、事例研修等

児童生徒課 5/23、9/9、1/30に実施した。内容は関係機関の現況報告、情報交換等。 5/22、9/10、1/29に実施予定。内容は関係機関の現況報告、情報交換等。

36 生徒指導に係る事業 児童生徒課
WEBQU調査の実施、要請等による指導主事の派遣。長期休業前に安全に関して
各小中学校に通知。定例の校長会議等で時期に応じた生徒指導に関する情報提
供。

WEBQU調査の実施、要請等による指導主事の派遣。長期休業前に安全に関して
各小中学校に通知。定例の校長会議等で時期に応じた生徒指導に関する情報提
供。

37 学校警察連絡制度 児童生徒課
必要時に活用し、警察や校種を超えた学校間での情報交換を行った（校長会議、
副校長・教頭会議、生徒指導連絡協議会）。

必要時に活用し、警察や校種を超えた学校間での情報交換を行う（校長会議、副
校長・教頭会議、生徒指導連絡協議会）。

38

老人クラブ連合会等関係機関
の協力を得ながら、具体的な
高齢者の防犯対策について協
議・検討を行う

高齢者支援課
老人クラブ連合会の行事等で、警察関係者と連携して、詐欺防止の講話を随時実
施した。

老人クラブ連合会の行事等で、警察関係者と連携して、詐欺防止の講話を随時実
施予定。

39 見守り活動に関する協定を締
結した事業者の活動の推進

高齢者支援課
引続き協力いただける事業者と協定を締結し、網の目の細かい見守り活動を実施
していく。緊急性が高い事件等の場合はメールにて見守りの強化を依頼する。

引続き協力いただける事業者と協定を締結し、網の目の細かい見守り活動を実施
していく。緊急性が高い事件等の場合はメールにて見守りの強化を依頼する。

40 防災行政用無線を利用した徘
徊高齢者探索事業

高齢者支援課 松戸市徘徊高齢者探索通報連絡書が出されたものについて、随時放送した。 松戸市徘徊高齢者探索通報連絡書が出されたものについて、随時放送予定。

講習、訓練実施業務

啓発活動業務

3

【防犯対策啓発事業】
（24事業）

防犯知識の普及、及び
防犯意識の向上を図る
ために、市民等に対
し、必要な啓発活動を
行う

その他業務

情報提供業務



41 保育所にさすまたの常設 保育課 保育所に常備されている。 継続的に常設し、点検などを随時行う

42 小学校へ防犯ブザー配布
教育委員会（学務
課）

年度初めに新1年生を対象に配布した。 年度初めに新1年生を対象に配付する。

43 小中学校にさすまたの常設
教育委員会（学務
課）

各学校に配備している。 過去に配備したものを使用している。破損・不足等については随時対応する。

44 電話利用詐欺撃退機器の設置
促進

市民安全課

電話利用詐欺撃退機器を購入し、民間事業者への委託により、高齢者を対象に
168台の設置を実施した。
簡易型自動録音機(録音チュー)を購入し、高齢者を対象に無料配布を行った。
(1,000個購入)

電話利用詐欺撃退機器を購入し、民間事業者への委託により、高齢者を対象に設
置を促進する。
簡易型自動録音機(録音チュー)を高齢者を対象に無料配布を行う。

45 防災行政用無線を活用した緊
急通報システム

危機管理課
消防局（情報通信
課）

平日は各課からの依頼（高齢者支援課、市民安全課、環境保全課）により危機管
理課の防災行政無線の貸し出しを実施。
土・日・祝の8時30分から17時までは警察からの依頼により消防局情報通信課
が実施。（危機管理課）
土・日・祝の8時30分から17時まで警察等からの依頼による実施。１件（消防
局）

各課からの依頼（高齢者支援課、市民安全課、環境保全課）による危機管理課の
防災行政無線の貸し出しを実施予定。（危機管理課）
随時実施。（情報通信課）

46
松戸市内犯罪多発地域への街
頭防犯カメラの設置・維持管
理

市民安全課
市設置防犯カメラを10台増設。今年度までで計318台の防犯カメラを設置完了
し、運用した。警察への画像提供件数は272件。また、市民参加型街頭防犯ネッ
トワークカメラ設置事業を開始し、現在315台の設置が完了している。

犯罪多発地域や犯罪状況を勘案しながら設置。以前から設置しているカメラにつ
いては随時保守点検を行う。また、市民参加型街頭防犯ネットワークカメラ事業
を推奨し、参加者を募る。

47 防犯灯整備事業 市民自治課
新規設置のＬＥＤ防犯灯について、引き続き設置費補助方式による設置を推進し
た。

新規設置のＬＥＤ防犯灯について、引き続き設置費補助方式による設置を推進す
る。

48 保育所の門の施錠 保育課 所庭の施錠のほか、保育所玄関にも施錠を全保育所で実施した。 常時施錠し、点検などを随時行う

49 集団（複数）下校の実施 各学校（学務課）
学校ごとに集団下校の訓練を実施。近接学校と連携しながら、状況に応じ実施し
た。

各学校で、訓練を含め、状況に応じ実施する。

50
登下校時の保護者との連携に
よる安全（交通・防犯等）の
指導

各学校（学務課） 随時実施した。 各学校で、随時実施予定。

51 学校安全ボランティア 各学校（学務課） 各学校ごとに募集し、実施した。スクールガードの実態把握をした。 各学校ごとに募集し、実施予定。

52 消防団による市内パトロール
（ＰＦネットワーク）

消防局（警防課） 業務出向時に消防団（３６分団４２個班）がパトロールを行った。 業務出向時に消防団（３６分団４２個班）がパトロールを行う。

53 街頭補導活動 子ども居場所課
センター補導及び地区補導の街頭補導活動を実施した。
その他、不審者情報によるパトロールも実施した。

関係機関と情報を共有しながら、補導活動及びパトロールを行う。

54 行事に係る街頭巡視活動 児童生徒課
中学校の卒業式当日の巡視活動について警察と協議、連携をおこなった。中学校
卒業式は課のパトロール実施。

中学校体育祭の巡視活動を行う。中学校の卒業式当日の巡視活動について警察と
協議、連携をおこなう。

55 消防署車両による巡ら警戒 消防局（警防課） 消防車両が業務出向及び災害帰署途上に巡ら警戒を行った。 消防車両が業務出向時及び災害帰署途上に巡ら警戒を行う。

56
登校時間帯重点防犯パトロー
ル（青色回転灯装着車両使
用）民間委託

市民安全課
委託業者により平日毎日実施した。市内の小学校周辺をパトロールし、効果的な
パトロールを実施した。

2台体制で平日毎日7時00分から9時00分まで実施。市内の小学校付近をパト
ロールする。

57
下校時間帯重点防犯パトロー
ル（青色回転灯装着車両使
用）民間委託

市民安全課
委託業者により平日毎日実施した。また、不審者情報が入った際は場所を指定
し、特に重点的に巡回するよう指示した。

2台体制で平日毎日14時30分から17時30分まで実施。犯罪状況や市民からの
情報提供に応じて重点地区を決定し巡回する。

58
夜間帯防犯パトロール（青色
回転灯装着車両使用）民間委
託

市民安全課
委託業者により平日毎日実施した。犯罪状況によって重点地区を指定し、効果的
なパトロールを実施した。

2台体制で平日毎日19時から23時まで実施。犯罪状況や市民からの情報提供に
応じて重点地区を決定し巡回する。

59 青色回転灯装備車両（付帯経
費含む）

市民安全課 9台所有（うち1台は保育課が所有） 9台所有（うち1台は保育課）。

60 職員による防犯パトロール 市民安全課 防犯主任者によるパトロールを3６回実施した。
防犯主任者による児童の下校時間帯重点警戒パトロールを実施予定。防犯に対す
る意識向上、問題点の把握に努める。また緊急な対応が必要な場合には、随時パ
トロールを実施する。（計36回予定）

61 歳末警戒慰問 市民安全課
防犯主任者16名が運転手及び案内者として参加。18交番管内防犯協会の計125
箇所の拠点を訪問。

防犯主任者に運転手として参加していただく予定。（令和8年度は12月25日実
施予定）

62 こども１１０番の家 各学校（学務課） 各学校より、市民安全課へ申告し実施した。 学校より、異常がある場合、市民安全課へ申告し実施する。

63
学校内の安全確保（校内巡
視、門扉の閉鎖、受付による
来校者のチェック）

各学校（学務課）

学校で実施した。訪問の際に、確認し、状況に応じて指導を行った。学校安全計
画危機管理マニュアルに、防犯対策の三段階の防犯対策チェック体制（門扉、入
り口まで、玄関）（校門、校門から校舎への入口まで、校舎への入口）を盛り込
んだ。

各学校にて実施する。学校訪問の際に、状況を確認し、随時指導を行う。

64 こども１１０番の家 市民安全課 市内に2,403件の登録（R8.3.31）
小学校と連携し最新情報把握、名簿管理、プレートの発注、配付を行う。協力者
を募り、活用性を高める。

65 防犯ボックス事業 市民安全課
子どもの見守り活動や必要に応じたパトロール及び地域行事に参加するなど地域
と一体となっての防犯活動を実施した。

北総線秋山駅ロータリー内の防犯ボックスを拠点に、子どもの見守り活動や必要
に応じたパトロール及び地域行事に参加するなど地域と一体となっての防犯活動
を実施する。

66 客引き行為等取締り 市民安全課 主に駅周辺での客引き行為等の指導監視を行った。
主に駅周辺での客引き行為等の防止対策や罰則を強化したことで、安全で暮らし
やすい市民生活の実現を図る。

施設、設備整備業務

その他業務

4

自主防犯活動推進業務

【施設整備・備品提供
事業】（8事業）

市民の安全を確保する
ために、必要な施設整
備及び防犯備品の提供
を行う

【見守り活動推進事
業】（18事業）

犯罪防止のための効果
的な市民の見守り活動
を行う

パトロール実施業務

5

備品提供業務
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